
セミナーのお申込みは、ホームページにて承ります。
(キャンセルされる場合は、セミナー開催日の前日までにご連絡いただきますようお願いいたします）

Tel.0120-540-217　Mail : info@niigata-elcc.jp
コ ヨ ー  ニ イ イ ナ

●  営業時間（月～金）：9:00～18:30    ●  休業日:土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12/29~1/3)

お申込みは
こちらから

ハラスメントの企業対応についてご相談がある方は、講師が無料で相談に応じます。
当日のテーマ以外についても、ご相談いただけます。
※相談の時間帯を事前に予約することも可能です。詳しくはお問い合わせください。
※当日はセミナー終了後、お電話もしくはZoomにて相談対応が可能です。
　後日お電話いただき個別相談を承ることも可能です。

個別相談会

「人事・労務が押さえておくべきハラスメントの基礎と実務対応」

15:20 ～ 16:30　

13:35 ～ 14:20Part.1

新潟雇用労働相談センターのご紹介13:30 ～ 13:35
開
催
プ
ロ
グ
ラ
ム

［ 講師 ］  高野 学　社会保険労務士　
新潟雇用労働相談センター相談員

「判例から学ぶハラスメントに関する企業の法的責任」14:30 ～ 15:20Part.2
［ 講師 ］  山内 竜太　弁護士
新潟雇用労働相談センター相談員
埼玉大学経済学部非常勤講師（刑法）

定員

IPCビジネススクエア 新潟市中央区西堀通�番町���番地　NEXT��　��階
※会場参加・オンライン参加の方ともに、セミナー開催日前日までにセミナー参加方法を記載したメールをお送りしますのでご確認ください。

参加方法

開催日時

開催場所

令和�年�月��日（水）

参加
無料

新潟雇用労働相談センター

会場とオンラインのハイブリッド形式

（開場 ��:��）
��:��
　～ ��:��

会場参加またはオンライン（Zoom）

企業がとるべき対策がわかる！

ハラスメントの

基礎知識と実務対応
パワハラ・セクハラ・マタハラ・カスハラの

正しい知識を身につけましょう

※お申込みは、ホームページにて承ります。

��名 ���名会場
定員

オンライン
定員

企業がカスハラ対策を講じることの意義を教えてほしい

ハラスメントが起きた場合に､事実関係の調査方法や懲戒処分の基準はどうやって決めたらいいの？

とりあえずパワハラ防止措置として相談窓口は設置したけど､実際に相談が来たらどう対応すれば良いんだろう…

ハラスメントの基準が曖昧で適切な対応がわからず困っている

カスハラ（カスタマーハラスメント）って何？

当セミナーでは、ハラスメントの基礎知識と実務対応について解説いたします！

これらの疑問を専門家に無料で相談できます！



※ご記入いただきました情報はセミナーのご案内以外には使用いたしません。

お申し込みフォームに必要事項を入力の上、送信ください。

お申し込みはこちら

新潟雇用労働相談センター Mail：info@niigata-elcc.jpお問合せ先
コ ヨ ー  ニ イイ ナ

新潟雇用労働相談センター

雇用労働相談センターは、国家戦略特別区域法に基づいて設置されるものです。
新規開業直後の企業や新規開業を目指す方等に、雇用ルールを的確に理解し、個別労働関係紛争を生じることなく円滑に
事業展開できるよう、各種相談サービスを提供します。
労務管理をはじめ、雇用や働き方に関する疑問や不安についてお気軽にご相談ください。

働き方に関する不安や疑問を何度でも無料で専門スタッフに相談できる場所です。

NIKORO（新潟雇用労働相談センター）とは

https://niigata-elcc.jp/seminar/0726/

　ハラスメントのない安心して働ける職場をつくるために、一定のハラス
メントについては企業に防止措置義務が課されています。
　しかし、その他のハラスメントについても､企業は従業員を守るために
対応していかざるを得ません。
　Part1では、代表的なハラスメントであるパワハラ､セクハラ､マタハラの
概要と企業に課されている防止措置義務､そしてカスタマーハラスメント
について簡潔に解説いたします。

Part.1

　近年、ハラスメントに関する紛争が増えており、社内にとどまらず､
顧客からのハラスメント（いわゆるカスハラ）も問題となっています｡
　企業には、ハラスメントの防止に加え、ハラスメントがあった際の
加害者への適切な対応も求められています。
　Part2では、判例等を素材に、ハラスメントが起きた場合に企業が
どのように対応しなければならないかについて解説いたします。

人事・労務が押さえておくべき
ハラスメントの基礎と実務対応

判例から学ぶ
ハラスメントに関する企業の法的責任

Part.2

新潟雇用労働相談センター相談員

高野 学　社会保険労務士
講師

項目 項目

講師

山内 竜太　 弁護士

■ パワハラ、セクハラ、マタハラの概要
■ 防止措置義務の概要
■ カスハラ（カスタマーハラスメント）とは

■ ハラスメントに関するトラブル
■ ハラスメント加害者への企業の対応
■ 雇用指針

新潟雇用労働相談センター相談員
埼玉大学経済学部非常勤講師（刑法）

セミナー概要 セミナー概要


